
できる できない

工事請負契約締結時に 工事請負契約締結時に

新規購入証紙のみを使用 新規購入証紙のみを使用

①新規購入証紙のみを使用 ①新規購入証紙のみを使用

工事完成届に合わせて、建設業退職金共済証紙受払簿（第２号様式）を提出

※掛金収納書、共済証紙受払簿（建退共様式第030号）により受払状況を確認

工事完成

途中で証紙が不足（就労予定日数の増加など） 途中で証紙が不足（増額変更契約など）

②新規購入証紙と未使用証紙を合わせて使用

③未使用証紙のみを使用

建設工事請負契約を締結　※１件100万円（消費税及び地方消費税を除く。）以上が対象

就労予定日数の把握

予定日数で計算 率で計算

工事請負契約締結時に

新規購入証紙と未使用証紙を合わせて使用

又は未使用証紙のみを使用

記載例２-２参照 記載例１-２参照

記載例２-１参照 記載例１-１参照

記載例２-３参照 記載例１-３参照 記載例１-４参照

当初契約時と同様に次の３パターンにより不足分の証紙を補充

追加で

①新規購入証紙のみを使用⇒第１号様式に不足する分について新規購入した掛金収納書を添付して提出

②新規購入証紙と未使用証紙を合わせて使用⇒ 第１号様式と共催証紙受払簿（建退共様式第030号）を提出

③未使用証紙のみを使用⇒ 第１号様式と共催証紙受払簿（建退共様式第030号）を提出

【第１号様式に次の書類を添付して提出】

・購入した分の掛金収納書

※率で計算した場合は第１号様式省略可

【第１号様式に次の書類を添付して提出】

・購入した分の掛金収納書（新規購入分）

※率で計算した場合は第１号様式省略可

【第１号様式に次の書類を添付して提出】

・購入した分の掛金収納書（購入した場合のみ）

・共済証紙受払簿（建退共様式第030号）の写し

【第１号様式に次の書類を添付して提出】

・購入した分の掛金収納書

記載例３参照

記載例２-４参照



第１号様式 
 

  令和４年４月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  令和４年４月１日  

契約金額（税抜）    ２０，０００，０００円  
共済証紙購入額  

(A) 
４２，２４０円  

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

⃞1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（        ）人  ×（   ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

☑2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

☑(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（ １３２ ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き  

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（ １３２ ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１   共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２  購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 円（      枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 円（      枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） 円（      枚×３２０円） 

【記載例１ -１】   当初契約時に新規購入証紙のみを  

使用する場合の記載例（掛金率の計算による場合）  



第１号様式 
 

３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  
☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
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納
書
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庁
等
用
）
貼
付
欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①労働者数には下請けも含みます。  

②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  

 

 

※ここに新たに証紙を購入した額（例：４２，２４０円）の  

掛金収納書を添付する。  



第１号様式 
 

  令和４年４月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  令和４年４月１日  

契約金額（税抜）    ２０，０００，０００円  
共済証紙購入額  

(A) 
４２，２４０円  

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

⃞1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（        ）人  ×（   ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

☑2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

☑(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（ １３２ ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き  

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（ １３２ ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１  共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２   購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 ３８，４００円（   １２０枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 ３，８４０円（    １２枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） ４２，２４０円（   １３２枚×３２０円） 

共済証紙受払簿で残高を確認  

掛金収納書で購入を確認  

【記載例１ -２】 当初契約時に新規購入証紙と未使用証紙を  

混合で使用する場合の記載例（掛金率の計算による場合）  



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し 

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：３８，４００円）の  
掛金収納書を添付する。  



第１号様式 
 

  令和４年１０月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  

変更  令和４年１０月１日  

（当初  令和４年４月１日） 

契約金額（税抜） 
２３，０００，０００円 

（変更前  ２０，０００，０００円） 

共済証紙購入額  

(A) 

４８，３２０円  

（変更前  ４２，２４０円） 

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

⃞1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（        ）人  ×（   ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

☑2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

☑(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（ １５１ ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き 

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（ １５１ ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１  共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２   購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 ４１，６００円（   １３０枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 ６，７２０円（    ２１枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） ４８，３２０円（   １５１枚×３２０円） 

共済証紙受払簿で残高を確認  

掛金収納書で購入を確認  

【記載例１ -３】  増額変更契約により新規購入証紙と未使用証紙を  

混合で使用する場合の記載例（掛金率の計算による場合）  

変更後の合計契

約金額により計

算してください。 



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し 

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
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書
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官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：３，２００円）の  
掛金収納書を添付する（増額による追加分）。  



第１号様式 
 

  令和４年１０月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  

変更  令和４年１０月１日  

（当初  令和４年４月１日） 

契約金額（税抜） 
２３，０００，０００円 

（変更前  ２０，０００，０００円） 

共済証紙購入額  

(A) 

４８，３２０円  

（変更前  ４２，２４０円） 

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

⃞1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（        ）人  ×（   ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

☑2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

☑(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（ １５１ ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き 

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（ １５１ ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１   共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２  購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 円（    枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 円（    枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） 円（    枚×３２０円） 

【記載例１ -４】  増額変更契約により新規購入証紙のみを  

使用する場合の記載例（掛金率の計算による場合）  

変更後の合計契

約金額により計

算してください。 



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：６，０８０円）の  
掛金収納書を添付する（増額による追加分）。  



第１号様式 
 

  令和４年４月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  令和４年４月１日  

契約金額（税抜）    ２０，０００，０００円  
共済証紙購入額  

(A) 
４８，０００円  

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

☑1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（  １０  ）人  ×（ １５ ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

□2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

□(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（    ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き  

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（    ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１   共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２  購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 円（      枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 円（      枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） 円（      枚×３２０円） 

【記載例２ -１】   当初契約時に新規購入証紙のみを  

使用する場合の記載例（就労予定日数の計算による場合）  



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：４８，０００円）の  
掛金収納書を添付する。  



第１号様式 
 

  令和４年４月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  令和４年４月１日  

契約金額（税抜）    ２０，０００，０００円  
共済証紙購入額  

(A) 
４８，０００円  

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

☑1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（  １０  ）人  ×（ １５ ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

□2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

□(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（    ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き  

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（    ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１  共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２   購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。   

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 ４４，８００円（   １４０枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 ３，２００円（    １０枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） ４８，０００円（   １５０枚×３２０円） 

【記載例２ -２】   当初契約時に新規購入証紙と未使用証紙を  

混合で使用する場合の記載例（就労予定日数の計算による場合）  

共済証紙受払簿で残高を確認  

掛金収納書で購入を確認  



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：４４，８００円）の  
掛金収納書を添付する。  



第１号様式 
 

  令和４年１０月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  

変更  令和４年１０月１日  

（当初  令和４年４月１日） 

契約金額（税抜） 
２３，０００，０００円 

（変更前  ２０，０００，０００円） 

共済証紙購入額  

(A) 

６１，４４０円  

（変更前  ４８，０００円） 

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

☑1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（  １２  ）人  ×（ １６  ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

□2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

□(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（     ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き 

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（     ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１  共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２   購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。  

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 ５１，２００円（   １６０枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 １０，２４０円（    ３２枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） ６１，４４０円（   １９２枚×３２０円） 

共済証紙受払簿で残高を確認  

掛金収納書で購入を確認  

【記載例２ -３】就労予定日数の増加により新規購入証紙と未使用証紙を  

混合で使用する場合の記載例（就労予定日数の計算による場合）  

当初提出分も含

めた最新の状況

を記載してくだ

さい。  



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：６，４００円）の  
掛金収納書を添付する（就労予定日数の増加による追加分）。 



第１号様式 
 

  令和４年１０月１日  

（宛先）  

焼津市長  

請負者 所在地 〇〇〇  

商号又は名称 〇〇〇  

代表者職氏名 〇〇〇               

建設業退職金共済証紙購入状況報告書   
建設業退職金共済証紙の購入について、次のとおり報告します。  
工事名  〇〇〇土木工事  契約年月日  

変更  令和４年１０月１日  

（当初  令和４年４月１日） 

契約金額（税抜） 
２３，０００，０００円 

（変更前  ２０，０００，０００円） 

共済証紙購入額  

(A) 

６１，４４０円  

（変更前  ４８，０００円） 

共済証紙購入額

の考え方  
（レ点をつける）  

☑1.建退共制度の対象労働者数×就労予定日数×掛金日額 

（  １２  ）人  ×（ １６  ）日× 320 円 ＝ 購入額 (A) 

□2.掛金率により購入（該当する工事種別にレ点をつける） 

□(1)土木工事：請負代金額×2.1/1000     共済証紙購入枚数(B) 

⃞(2)建築工事：請負代金額×1.5/1000  ÷320 円＝（     ）枚 

⃞(3)設備工事：据付工事費×1.5/1000      （小数点以下切上げ） 

＊請負代金額及び据付工事費は、消費税及び地方消費税抜き 

 

 共済証紙購入枚数(B)×掛金日額 

（     ）枚   × 320 円 ＝ 購入額 (A)  
共済証紙の購入状況について、該当番号に〇をつけること。  

１   共済証紙を購入したので掛金収納書を提出します。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合）  
２  購入済証紙（未使用証紙）を本工事で使用します。  

添付書類：共済証紙受払簿（建退共様式第 030 号）の写し                ＊新たに購入した証紙も使用する場合、購入した分の掛金収納書を掛金収納書
（発注官庁等用）貼付欄に貼付すること。  

（２を選択した場合は証紙の内訳を記載すること） 

新たに証紙を購入した額 円（      枚×３２０円） 

未使用証紙を使用する額 円（      枚×３２０円） 

合  計（(A)と一致） 円（      枚×３２０円） 

【記載例２ -４】就労予定日数の増加により新規購入証紙のみを  

使用する場合の記載例（就労予定日数の計算による場合）  

当初提出分も含

めた最新の状況

を記載してくだ

さい。  



第１号様式  
３ 掛金収納書を提出しません。（元請負者並びに下請負予定者について、いずれかにレ点をつける）  

☐ 中小企業退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：中小企業退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し  

☐ その他の退職金共済制度に加入しているため 

   添付書類：他の退職金共済制度に加入している証となる証書等の写し 

☐ 自社に退職金制度があるため 

   添付書類：自社の退職金制度約款等の写し  
４  契約締結時に掛金収納書を提出できません。 

＊契約後 1 か月以内（電子申請方式の場合は 40 日以内）に掛金収納書を提出すること。     理由（                                 ） 

 

 

掛
金
収
納
書
（
発
注
官
庁
等
用
）
貼
付
欄  

         
①労働者数には下請けも含みます。  
②掛金率で購入した場合は、この報告書を省略し、掛金収納書のみを提出することができ

ます。（購入済証紙（未使用証紙）を使用しない場合に限ります。）  
  

※ここに新たに証紙を購入した額（例：１３，４４０円）の  
掛金収納書を添付する（就労予定日数の増加による追加分）。 



【記載例３】

第２号様式

所在地

共済契約者 商号又は名称

代表者職氏名

１　工   事   名

２　請負代金額 円

購入年月日 購  入  額 交付年月日 交  付  額 交付の相手方

令和4年4月1日 ４４，８００円 令和4年4月1日 ２５，６００円 ㈱Ａ

令和4年10月1日 ６，４００円 令和4年5月1日 １３，１２０円 ㈱Ｂ

↑
新たに証紙を購入した分

令和4年5月1日 １３，１２０円 ㈱Ｃ

令和2年6月10日 １０，２４０円 令和4年11月1日 ６，４００円 ㈱Ｄ

↑
未使用紙を使用した分

令和5年2月1日 ３，２００円 ㈱Ｅ

合　計 ６１，４４０円 ６１，４４０円

建設業退職金共済証紙受払簿

〇〇〇
〇〇〇

〇〇〇土木工事

23,000,000

〇〇〇



 
建設業退職金共済証紙購入状況の確認方法 

 

(1)  証紙を全て新たに購入した場合 

  建設業退職金共済証紙購入状況報告書（第１号様式。以下「報告書」という。）に記載され

た共済証紙購入額又は掛金率によって算出された購入額分の証紙が購入されていることを掛

金収納書により確認してください。 

掛金収納書の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  未使用証紙のみを使用する場合 

  報告書に記載された共済証紙購入額分の証紙が余っていることを、共済証紙受払簿（建退共

様式第 030号。以下「受払簿」という。）の残高欄により確認してください。また、請負者が

適正に証紙を交付していることを確認してください。 

受払簿の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  新たに購入した証紙と未使用証紙を使用する場合 

   報告書の証紙充当内訳欄に、新たに購入した額と未使用証紙を使用する額が記載されてい

るため、合計金額が算出した共済証紙購入額と一致していることを確認した上で、それぞ

れの金額及び枚数について掛金収納書、受払簿により確認してください。 

必要枚数分の残高があることを

確認してください。 証紙購入金額を確認してください。 


